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第 160 回 定期中央委員会議案書等のポイント 

分会長へ 分会内で回覧をお願いします(メール転送可)。 

事前質疑入力フォームは３ページ目に記載されています 

１ はじめに 

 福島高教組の定期中央委員会および定期大会の意義を是非確認願います。 

 福島高教組では、規約に基づき以下の通りに定められております。 

福島県高等学校教職員組合規約 

第 11条 この組合に左の機関をおく。 

（１） 大会 

（２） 中央委員会 

（３） 執行委員会 

第 12条 大会はこの組合の最高決議機関であって代議員を以って構成する。 

２ 大会は毎年１回６月に開く。ただし、臨時大会は組合員の３分の１以上の要求又は中央委員会の決議

により開くことができる。 

第 14条 中央委員会は大会に次ぐ決議機関であって中央委員で構成する。 

２ 中央委員会は年 1回開く。ただし、半数以上の分会から理由を示して中央委員会開催の請求があった

場合には、中央委員会を開くことができる。 

以上の規約により 6月に定期大会、1月に定期中央委員会を開催しております。 

また、定期大会と定期中央委員会のつながりは以下をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月定期中央委員会 

〇本年度の活動総括を行います 

主に本年度の取組内容報告、運動方針

に関する反省と次年度に向けた取り

組みについてです。 

（一般経過報告・第 1号議案） 

〇次年度の運動方針策定に向けて、次

定期大会に提出予定の運動方針を審

議します。 

（第 2号議案） 

〇次年度定期大会で承認を得るため

の重要な議案や次年度に向けた取り

組みを提示して組合員より意見を求

めます。 

（第 3号議案） 

〇時代に合わせた組合規程の改正等

を審議します（第 4号議案） 

〇財政確立委員会の答申が示されま

す（第 5号議案） 

6月定期大会 

年度 1年間の活動方針等の決定を行

います。 

定期大会が福島高教組における最

高決議機関です。 

〇1 年間の執行部による活動につい

て報告します。 

〇前年度決算及び本年度予算の審

議を行います。 

〇前年度の定期中央委員会の審議

から、1 年間の福島高教組の運動方

針等を決定します。 

〇前年度の定期中央委員会で示さ

れた重要議題に関する議案審議を

行います。 

〇時代に合わせた組合規約や規程

の改正等を審議します。 

交渉・要請

を実施し、

実施結果を

振り返る 

1年を振り返り、改善事項を

洗い出し、次年度の活動方

針を検討 

定期大会の準備 

秋の交渉・

要請行動に

向けた準備

や作戦を練

る 

執行部の取組 
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２ 第 160回 定期中央委員会議案書等のポイント（是非事前に議案書をお読みください！） 

第１号議案 2025年度の活動総括に関する件 

 定期大会で示した運動方針の重点事項についての取組に関する反省ならびに次年度へ向けた取り組

みを掲載しました。 

 

第２号議案 2026年度基本理念及び目的並びに運動方針等に関する件 

１．基本理念及び目的（案） ２．運動の基本方針（案） ３．2025年度の最重要活動目標（案） 

４．運動の具体的目標（案） 

①生活の充実・向上をはかる運動について ②身分と権利の確立をはかる運動について 

③教育財政の確立をはかる運動について ④教育文化の向上をはかる運動について 

⑤福利厚生の充実をはかる運動について ⑥国民的運動の展開について 

⑦組織の拡大と強化をはかる運動について 

太字下線部が 2026年度の重点目標になります。その他細かな文言も修正（青色表示）しました。 

 

第３号議案 実効ある組合活動を維持するための改革に関する件 

（大変重要な議案であるため、議案書に掲載しているすべてを掲載しました） 

１ 提案理由 

こくみん共済 coopは、2025年からセット共済更新手続きの WEB化をスタートしました。本組合で

は、セット共済の団体生命共済に全組合員が一律加入しており、毎年 11 月から 12 月にかけての時

期に、紙の申込書の配付・回収による更新手続きを行っています。今後、こくみん共済 coopにおい

てセット共済 WEB システムの導入が推進されるにあたり、その内容について全組合員に早期に周知

して理解を深めてもらいながら、本組合としてどのように対応していくべきか広く意見を求めます。

本組合における、セット共済 WEBシステムの導入の可否については、2026年度の第 79回定期大会に

てあらためて議案を提出し、承認を得たいと考えています。 

 

２ 提案内容 

①セット共済 WEBシステムの全体概要 

  こくみん共済 coopの「セット共済 WEBシステム」の導入により、組合員や本部事務担当は自ら所

有するスマートフォンや PC 等を活用し、WEB 環境にてペーパーレスでセット共済の更新手続きが可

能となります。セット共済 WEB システムの利用にあたって、組合員は事前にマイページ登録と公式

アプリのインストール等が必要になります。 

 ②システム導入による変化について  

組合員 ・場所や時間を問わず書類の入力・提出が可能になる。 

・ペーパーレス化により申込用紙の紛失リスクが低減し、個人情報流出の未然

防止につながる。 

・手続きの不備についての担当者からの問い合わせについて、時間を問わず内

容の確認が可能になる。 

・共済契約証書・契約内容の確認がマイページで行える。 

高教組事務担当 ・申込書の配付・回収にかかる作業の負担が軽減される。 

・申込書紛失による個人情報流出リスクを軽減できる。 

・各種書類の輸送・保管・廃棄にかかる費用・時間が減少できる。 

・点検業務負荷が軽減される。 

・電話や電子メールでの対応時間を削減可能。 
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・手続きの不備やそれ以外の問い合わせにも WEB上のコミュニケーション機能

が活用でき、迅速な問い合わせ対応が可能になる 

こくみん共済 coop ・ペーパーレス化による SDGs、カーボンニュートラルへの貢献となり、持続可

能な社会の実現につながる。 

 ③システム導入の推進スケジュールについて 

 ア 2026年６月 第 79回定期大会にて、WEBシステム導入の承認 

  福島高教組とこくみん共済 coop との間で、「セット共済 WEB システム促進利用の取り組みに関す

る協定書」「セット共済 WEBシステム利用に関する覚書」を締結 

 イ 2026年度～マイページ登録、公式アプリのインストールの推進（次年度以降も継続） 

 「アプリインストール支援チラシ（マイページ登録に必要な組合員個別の招待コードを記載）」を配

付し、マイページ登録・アプリインストールを組合員に呼びかけ 

ウ 2026年 11月～2029年 11月（4年間） セット共済更新手続き 

  申込書（紙）の配付・回収と WEBシステムの併用（どちらかで更新手続き）  

 エ 2030年 11月 セット共済更新手続き WEBシステムによる手続きに一本化 

2030年度(2031年 3月 31日)までに、福島高教組におけるセット共済 WEBシステム導入を完了 

 

３ 今後の進め方について 

①システム導入の承認については 2026年６月の第 79回定期大会に提出する議案にてお諮りします。 

 ②第 79回定期大会までの期間、組合員の皆様より、本件についてのご意見・ご質問を随時お受けし

ます。ご意見・ご質問はメール（f.stu@f-kokyoso.org）にてお願いします。 

 ③こくみん共済 coopのマイページ登録・アプリインストールについては、すでにこれまでも推進し

てきた取り組みであるため、定期大会での議案提出とは別に、継続して推進していきます。 

 

第４号議案 規程の改正に関する件 

今回議案の提出はありません。 

 

第５号議案 その他に関する件 

１．支部提出議題 

 今回、支部からの提出議案の提出はない予定です。 

２．財政確立委員会答申に関する件 

 答申につきましては、全組合員の皆様が目を通していただけますよう、お願いいたします。答申は、

後日あらためてお示しします。 

３．役員対策委員会に関する件 

 詳細は議案書をご覧ください。 

 

３ 事前質疑入力フォームについて 

https://forms.gle/EQgnXNfZ3DGLKHPX7 

事前質疑受付期間 2025年 12月 25日～2026年 1月 6日 

 

https://forms.gle/EQgnXNfZ3DGLKHPX7

